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令和６年１２月１７日 

 

日本のアート市場の規模等に関する調査分析レポート 

「The Japanese Art Market 2024」を公開 

 
 

文化庁は、日本のアート市場の実力をより正確に把握し、その潜在力を可視化することで国内外

における日本のアート市場への適正な評価を確保するため、令和４（2022）年度から日本国内のア

ート市場調査を実施してきました。 

この度、令和６年度アートエコシステム基盤形成促進事業の一環として、令和５（2023）年度に

実施した「国際的なアート市場における日本市場の現状調査」の結果を基に、2023 年の日本のアー

ト市場規模等を調査、分析したレポート「The Japanese Art Market 2024」を公開します。 

日本のアート市場の規模は世界全体の 1％（8 位）であることは既に知られていますが、本調査の

結果、2023 年の日本のアート市場の売上金額は、6 億 8,100 万ドル（946億 5900 万円*）と推定され

ることが明らかとなりました。 
（*令和 5 年 12 月 26 日告示の財務省支出官レートより、アメリカ合衆国通貨１ドルにつき 139 円 で計算） 

 

 

 

 

 

本調査レポートは、国際的に広く認知・評価されている｢グローバルアートマーケットリポート｣

（英名：The Art Basel and UBS Global Art Market Report」）の調査を担当する Arts Economics社

のクレア・マッカンドリュー博士と連携して作成。日本に法人を置くディーラーとオークションハ

ウスを対象とした美術品等の販売に関する１年間の売上データのアンケート調査のほか、国民経済

計算（GDP 統計）や経済センサス活動調査、文化庁で行っている「文化行政調査研究」（文化 GDP）

等、公表されている様々な統計を基に、2023年の日本のアート市場を推計しています。 

なお、本調査レポートは、｢1.日本のアート市場｣､｢2.日本のディーラーとギャラリー｣､｢3.日本の

アートフェア｣､｢4.日本のオークションハウス｣､｢5.国際間のアート取引｣､｢6.経済的影響｣の６章に

よって構成され、日本のアート市場を多角的に調査分析したものとなっています。 

 

日本のアート市場規模は、2023 年 4 月に公表された｢グローバルアートマーケットリポート 2023｣

（The Art Basel and UBS Global Art Market Report 2023）において、世界全体の１%(8位)である

と初めて掲載され、世界における日本の存在がようやく可視化されました。 

（※2024年 3月公表の最新レポートにおいても同規模・順位を維持。） 

また、令和５（2023）年５月３０日に開催された観光立国推進閣僚会議において、岸田文雄総理

大臣（当時）が「文化芸術分野では、国際的なアートフェアの誘致等により、2025 年までにグロー

バル・セブンに食い込むこと。これらの新たな目標の達成に向けて取り組んでいくこととします。」

と発言されるなど、日本のアート市場の把握とその拡大は、政府全体で取り組んでいく課題となっ

ています。 

 

文化庁では､日本のアート市場の規模が国際的に適切な評価が得られるための取り組みの⼀環とし

て本調査を行うとともに､今後とも､アート市場の基礎統計の整備を行っていく予定です。 
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文化庁 アートエコシステム基盤形成促進事業とは 

文化庁が文化審議会文化経済部会の下にワーキンググループを設置し、令和３年度から重点的

に取り組んでいる我が国におけるアートの振興及び国内アート市場の拡大において､特に､流通に

おける来歴管理や作品の評価価格の不透明性、継続的な統計データの不足等が今後の市場の拡大

に向けた大きな障害であることが明らかになりました。本事業においては､これら課題を DX基盤

の整備やそれに向けた業務標準化等により解決することを目的とするものです。 

我が国に所在、もしくは今後制作されるアート作品について、今後進むと考えられるデジタル

上での情報管理を促進し、情報管理の効率化や流通促進等による価値付け・価値の下支えを進め

ることで、アート作品の管理適正化、資産化を目指します。また、令和４年度の公的な鑑定評価

に関する作業部会、令和５年度の基盤・制度ワーキンググループ等でのアート作品の価格(時価)

評価に関する議論を踏まえ、価格評価の客観性を担保する仕組みづくりや、我が国アート市場の

基礎統計の整備を行うことで、アート市場の活性化を目指します。 
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